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消費税増税時の対応について

• 現在⾏われている材料価格調査は、来年10月に予定されている
消費税引き上げへの対応として中医協で合意されたものである。

• また、来年実施予定の材料価格の調整は、消費税引き上げ分を
適切に材料価格に転嫁するための特例的な措置と理解している。

• よって、9月26日の中医協総会で示された「消費税引上げに向け
た今後の進め方について」の【改定時期】に示された、以下の考え
方に賛同する。
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【改定の時期】

消費税の引上げ分の上乗せは、消費税率の引き上げと同時に
⾏う必要があり、従来、実勢価を踏まえた薬価引下げを同時に
実施した上で改定。来年10⽉からの消費税率の引上げに伴い
必要になるものという趣旨を踏まえると、来年10月に実勢価格を
踏まえた上で上乗せすることが自然と考えられる。

平成30年9月26日 中医協総会資料より抜粋



現在実施されている特定保険医療材料（以下、医療材料）の実勢価
格調査については、特例的な実施とは⾔え、２年連続になっており、販売
業者、メーカーのみならず医療機関へも大きな負荷がかかっていることを改
めてご理解いただきたい。

• 総製品数約20万もの医療材料の実勢価格を調査する必要がある。

• 医療材料は少量多品種のため、調査期間は5か月を要する。

• また医療材料は、銘柄別ではなく機能区分制度で運⽤されており、区
分内にはサイズや付属機器の有無等の多くのバリエーションが含まれ、
改良・改善による⼊れ替えも早いことから、メーカー側に作成を依頼され
ている「製品リスト」を価格調査の度に整理し直す必要がある。

• 今回から購⼊先を記⼊するなど調査表が変更されたことから、医療機
関側においても従来の調査に比べ負担が増していると考えられる。

なお、本価格調査結果は、消費税増税が⾒送られた場合はもとより、増
税対応以外の⽬的に使⽤されないものと理解している。
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特定保険医療材料の価格調査について

（参考資料①）

(参考資料②③④)



材料価格改定後、販売業者は医療機関及びメーカーとの価格交渉に多
⼤な時間と労⼒を費やし、さらにその後の事務作業の負担も膨⼤であるこ
とをご理解頂きたい。

また、来年10⽉実施予定の材料価格の調整は、特例的な措置であると
の考え方から、以下について考慮頂きたい。

• 機能区分の⾒直しや再算定など通常改定に⾏うことは実施しない。

• イノベーションの評価として導⼊された、「機能区分特例」、「期限付き
改良加算」については、『2回の改定を経るまで』の『改定』にはカウント
しない。

• 通常改定時の再算定における下落率の算出について、『直近2回の
材料価格改定を通じ』の『改定』にはカウントしない。
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消費税増税時に考慮頂きたいこと
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参考資料① 平成29年11月24日 中医協 保険医療材料専⾨部会資料より



特定保険医療材料・再⽣医療等製品の製品コード表
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参考資料②

• 全ての特定保険医療材料・再⽣医療等製品の実勢価を調査
するに当たり、現在市場にどのような製品が流通しているか、製
品がどの機能区分に収載されているか等について、全製品のリス
トを作成。

• 通常、診療報酬改定前年の3月頃に関連全メーカーを東京へ
集め厚労省より説明会実施。その後、約2か月を費やしメーカー
各社で製品リストを作成

本体や構成品の規格違いを全てリスト化
（10cmを超える冊子に）

製品リスト様式（例）
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参考資料③

A        B       C A        B        C  構成品

タイプ1 タイプ2 タイプ3

タイプ4 タイプ5

A   B A           構成品A

JANコードJANコード JANコードJANコード

A・Bが揃って初めて機能区分の
償還価格を算定できる。

JANコード

A・B・Cは特定保険医療材料

JANコード

特定保険医療材料A・B・C以外の
構成品が含まれる

機能区分と当該区分で算定される製品（JANコード）との関係は、必ずしも1対1ばかりでは
ないため、機能区分・製品（JANコード）ごとに対応表を作成して、価格調査をしている。

コード表作成は、メーカー
からの各種情報に基づき
作成するが、特定保険医
療材料以外の製品や構
成品の一部（パーツ）を
有するものなどについて整
理する必要があり、膨⼤
な作業を要する。

償還単位 償還単位 償還単位

償還単位 償還単位 償還単位 償還単位 償還単位 償還単位

特定保険医療材料以外の構成品が
含まれる

+
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参考資料④ 販売単位（タイプ3）の具体例

販売名：ＣＶレガフォース ＥＸ
承認番号：22100BZX01019000
機能区分：(1)021中心静脈用カテーテル ①標準型 ア ｼﾝｸﾞﾙﾙｰﾒﾝ

(2)021中心静脈用カテーテル ①標準型 イ ﾏﾙﾁﾙｰﾒﾝ

CVカテーテル

ガイドワイヤー

ダイレーター

鉗子

縫合糸

ドレープガーゼ

消毒トレー
切⽪メス

固定具

三方活栓
注射針
シリンジ

導入針

柄付きスポンジ

ビーカー

針受け

ドレッシング材

赤枠内のCVカ

テーテルとガイ
ドワイヤーのみ
特材（B区分）

市場実勢価格 → 材料価格 ＋ 包括材料価格

ここを把握するために、あらかじめ
按分割合を製品毎に定める

販売単位


